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「市政改革プラン 2.0」の平成 28 年度取組状況（12 月末時点） 

大阪市では、ムダを徹底的に排除した効果的・効率的な行財政運営をめざして進め

てきたこれまでの改革を継続し、ＩＣＴの徹底活用や職員の能力を最大限引き出すこ

とで質の向上を図る改革を積極的に進めていくため、平成 28 年８月に策定した「市

政改革プラン 2.0」に基づき、現在、市政改革に取り組んでいます。 

このプランでは、「質の高い行財政運営の推進」、「官民連携の推進」、「改革推進体

制の強化」の３つの改革の柱のもとに、52 の目標とそれを実現するための 91 の取組

を設定し、改革を推進しています。 

プランに掲げた取組については、定期的に進捗状況を点検し改善を図るなど、ＰＤ

ＣＡサイクルを推進していくこととしており、今回、平成 28 年度に取り組んでいる

87 の取組について、12 月末までの実施状況を振り返り、予定していた取組を計画ど

おり実施できたかどうか、各所属が自己点検を実施し、その結果をとりまとめたとこ

ろです。 

12月末時点において、ほぼすべての取組が計画どおり実施されているところですが、

改革の柱ごとに主な取組実績をあげると、改革の柱１「質の高い行財政運営の推進」

では、「多様な納税環境の整備」（ｐ６）において、Web 口座振替受付サービスやクレ

ジット収納を導入するとともに、「未利用地の有効活用等」（ｐ８）において、新たに

「活用支援」の担当を設置し、商品化作業等の支援体制を整備しました。また、「Ｉ

ＣＴを活用したサービス向上」（ｐ14）において、企業と協働で最先端ＩＣＴ実証実

験に取り組むとともに、大学と連携して生活保護ビッグデータ活用有効性実証調査に

取り組みました。 

次に、改革の柱２「官民連携の推進」では、「地下鉄」（ｐ22）において、「地下鉄

事業株式会社化（民営化）プラン（案）」を策定するとともに、「下水道」（ｐ23）に

おいては、「クリアウォーターOSAKA 株式会社」の設立、職員転籍手続き等平成 29 年

４月からの包括委託業務開始に向けた準備を進めるなど、各事業の経営システムの見

直しに向けた取組を進めました。 

また、改革の柱３「改革推進体制の強化」では、「働きやすい職場環境づくり」（ｐ

30）において、ワーク・ライフ・バランス推進期間を設定して定時退庁に取り組むと

ともに、ノー残業デーの拡充や時差勤務制度を導入しました。 
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なお、目標の進捗状況については、「広告事業効果額」（ｐ10）、「市長部局の職員数

の削減」（ｐ12）など、12目標が 12月末時点で平成 28年度の目標を達成しています。 

今後、現在の進捗状況を踏まえ、取組の改善を図るとともに、平成 29 年度以降に

ついては、年度末と年度中間期（８月末）に取組の進捗状況や目標の達成状況を点検・

評価してＰＤＣＡサイクルを回しながら、市政改革を着実に推進してまいります。 

●平成 28年度の取組状況（12月末時点）

区分 

改革の柱 

12月末までに予定していた取組について 

計 Ａ:実施 

できた 

Ｂ:一部実施 

できなかった 

Ｃ:実施でき 

なかった 

１ 質の高い行財政運営の推進 42 1(※1) 0 
43 

(44) 

２ 官民連携の推進 26 1(※2) 0 
27 

(30) 

３ 改革推進体制の強化 17 0 0 
17 

(17) 

合 計 85 2 0 
87 

(91)(※3) 

※１：「公共施設の総合的かつ計画的な管理」（ｐ20）における「一般施設にかかる将来ビジ

ョンのとりまとめ」の取組が、区分Ｂとなりました。 

＜理 由＞ 

必要となるデータの収集・整理や全体像の把握、所管所属への調査内容の精査等

に時間を要したことから、当初実施予定から遅れが生じている。 

※２：「指定管理者制度の活用」（ｐ28）における「未導入施設の導入適否の確認」の取組が、

区分Ｂとなりました。 

＜理 由＞ 

他都市状況調査のとりまとめに期間を要したこと及び公の施設調査結果の所属横

断的な活用を可能とすべく調査項目の詳細検討を行ったため、当初実施予定から遅

れが生じている。 

※３：（ ）は、平成 29年度以降に実施するものを含んだ取組数です。 



― 3 ― 

― 具体的な取組項目 ― 

【改革の柱１】質の高い行財政運営の推進 

１ 質の高い効率的な行財政運営 

(1) 市民サービス向上 

ア 市民利用施設におけるサービス向上 ............................................. 5 

イ 多様な納税環境の整備 ......................................................... 6 

(2) 効率的な行財政運営 

ア 歳出の削減 

① 施策・事業の見直し ......................................................... 7

イ 歳入の確保 

① 未利用地の有効活用等 ....................................................... 8

② 未収金対策の強化 ........................................................... 9

③ 諸収入確保の推進 .......................................................... 10

ウ 市債残高の削減 .............................................................. 11 

エ 財務諸表の公表と活用推進 .................................................... 11 

オ 人事・給与制度の見直し ...................................................... 12 

カ 外郭団体の必要性の精査 ...................................................... 13 

(3) ＩＣＴの徹底活用 

ア ＩＣＴを活用したサービス向上 ................................................ 14 

イ ＩＣＴを活用した業務執行の効率化 ............................................ 17 

(4) 環境と安全の基盤づくり 

ア 環境に配慮した率先的な取組 .................................................. 18 

イ 迅速な災害対応ができるリスク管理 ............................................ 19 

２ 公共施設等の見直し 

(1) 公共施設の総合的かつ計画的な管理 .............................................. 20 

(2) 市民利用施設の受益と負担の適正化 .............................................. 21 

【改革の柱２】官民連携の推進 

１ 官民連携の推進 

(1) 各事業の経営システムの見直し 

ア 民営化・公共施設等運営権制度の活用をめざすもの 

① 地下鉄 .................................................................... 22

② バス ...................................................................... 22

③ 水道 ...................................................................... 23

④ 下水道 .................................................................... 23

⑤ 幼稚園 .................................................................... 24

⑥ 保育所 .................................................................... 24

⑦ 福祉施設 .................................................................. 25
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イ 地方独立行政法人化をめざすもの 

① 博物館 .................................................................... 25 

ウ その他の形態をめざすもの 

① 一般廃棄物（収集輸送） .................................................... 26 

② 弘済院 .................................................................... 26 

③ 市場 ...................................................................... 27 

(2) 最適な民間活力の活用手法の導入 

ア ＰＦＩの活用 ................................................................ 27 

イ 指定管理者制度の活用 ........................................................ 28 

 

【改革の柱３】改革推進体制の強化 

１ 人材育成 

(1) 改革を推進する職員づくり 

ア 改革を推進する職員づくり .................................................... 29 

イ 市政改革の取組の理解と実践 .................................................. 29 

(2) 働きやすい職場環境づくり 

ア 働きやすい職場環境づくり 

① 働きやすい職場環境づくり .................................................. 30 

② 女性の活躍推進 ............................................................ 30 

イ ５Ｓ、標準化、改善、問題解決力向上の推進 ..................................... 31 

(3) コンプライアンスの確保 ....................................................... 31 

２ ＰＤＣＡサイクルの徹底 

(1) 施策・事業のＰＤＣＡサイクルの徹底 ............................................ 32 

(2) 内部統制体制の確立 ........................................................... 32 

 

 

  



― 5 ― 

平成 28年度取組状況（12月末時点） 

改革の柱１ 質の高い行財政運営の推進 

■柱 1-1-(1)-ア 市民利用施設におけるサービス向上

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①開館日・開館時間の拡充

・28年度に予定していた取組の実施

・複合化に伴う開館時間の前倒し等

（午前９時～） 

（男女共同参画センター西部館、

こども文化センター） 

Ａ ― 

28 年度中に市政モニ

ターアンケート結果

を集計予定 

【目標】 

市民利用施設におけ

る利用者満足度 

28 年度 83％ 

②トイレ等の施設改善

・28年度に予定していた取組の実施

・トイレの改善（洋式化） 

（西成区民センター） Ａ 

・トイレの改善（改修・美

装化等） 

（天王寺動物園、信太山

青少年野外活動センタ

ー） 

・展示環境の充実のための

機能向上（空調設備） 

（美術館） 

③附帯的なサービスの充実

・市民利用施設全体の一層のサービス

向上に向けた検討のため、利用者ニ

ーズの把握並びにサービス向上策

への反映について、課題整理を行っ

た。 

Ａ 

・引き続き一層のサービス

向上に向けた検討のた

め、利用者ニーズの把握

並びにサービス向上策へ

の反映について、市民利

用施設の中から抽出し、

調査を行う。 
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■柱 1-1-(1)-イ 多様な納税環境の整備 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①クレジット収納 

■利用開始に向けた取組 

・委託業者決定（８月末） 

・関係業者と利用開始に向けた対応を

検討 

・利用サイト及び収納データ、収納金

の収受に係るシステム開発、テスト

実施 

・12月 15日利用開始 

■広報等の実施 

・プレス発表（11月 25日） 

・区広報誌（12 月）への掲載 

・催告書等へのチラシ同封 

・軽自動車販売会社（４社）へ新規取

得者への利用勧奨依頼 

・納税通知書等送付封筒への印刷 

Ａ 

・利用件数目標の達成に

向け、督促状、催告書

へのチラシ同封など本

市における効果的な広

報実施のほか、クレジ

ットカード会社による

広報実施予定。 

12月 15日～12 月末 

約 300件 

（12月 15日利用開始） 

 

【目標】 

利用件数 

28 年度 15,000件 

②Web 口座振替受付サービス 

■広報等の実施 

・プレス発表（３月） 

・区広報誌（４月）への掲載 

・納税通知書、督促状等へのチラシ同

封 

・不動産協会へ新規取得者への利用勧

奨依頼 

・指定銀行窓口へのチラシ設置 

・納期後１週間以内の納税者へのチラ

シ郵送 

Ａ 

・申込者のアクセス履歴

及びアンケートをもと

に効果的な勧奨方法を

検証し結果に基づき追

加対策を実施予定。 

４～12月末 

約 4,500 件 

 

 

【目標】 

利用件数 

28 年度 6,000 件 
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■柱 1-1-(2)-ア-① 施策・事業の見直し 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①各所属における自律的な見直し 

・「施策・事業の自律的な見直しに向け

ての点検・精査の視点」を策定し、各

所属での自律的な改革への活用を図

っている。 

年度予算編成にあたり、50億円の

マイナスシーリングを設定し、選択と

集中や行財政改革の推進による自律

的な改革の促進を図っている。 

Ａ 

・効果的な見直しの横展

開促進について検討を

進める。 

複数の所属にまたがる

事業や重複する施策・

事業等の見直しについ

て検討を進める。 

29 年度予算編成過程

にあり、調整中 

 

 

【目標】 

毎年度予算編成時に

調整 

②市政改革プラン等に基づく見直し 

「市政改革プラン（24～26 年度）」、「平

成 27 年度市政改革の基本方針」にお

いて見直すこととした施策・事業につ

いて、引き続き見直しを進め、29年

度予算に適切に反映すべく、調整を行

っている。 

Ａ 

・該当事業の 29 年度予算

への反映に向けて、所

管局及び関係局と引き

続き調整を行う。 
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■柱 1-1-(2)-イ-① 未利用地の有効活用等

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①進捗管理と売却の促進

未利用地の有効活用等に向けた商品

化の進捗管理、処分目途の再精査や将

来的・潜在的な需要を掘り起こすため

資産流動化プロジェクト用地チーム

によるヒアリングを実施（５月、７月、

10 月） 

未利用地の処分目途の再精査などを

反映させるため、土地活用等評価委員

会への諮問を経て、大阪市未利用地活

用方針一覧表を更新・公表（９月） 

土地所管局と土地所在区が、未利用地

の有効活用等の検討・取組に関する情

報を共有するため、区長によるヒアリ

ングを実施（８月） 

Ａ 

未利用地の有効活用等

に向けた諸課題・スケ

ジュールの確認や、商

品化の進捗管理を図る

ため、資産流動化プロ

ジェクト用地チームに

よるヒアリング等を継

続的に実施する。 

12 月末現在売却実績 

約 119億円（一般会計

のみ） 

【目標】 

売却収入目標額 

28 年度 153億円 

②専門的な知識やノウハウの情報共有化

・継続的に用地チームプロジェクトメン

バー会議を実施し情報共有を図ると

ともに、用地チームによるヒアリング

の場において情報提供・共有を図っ

た。 

・各所属の未利用地の商品化作業及び活

用案策定を支援するため、契約管財局

内に新たに『活用支援』の担当を設置

し、支援体制の整備を図った。 

・29年度処分検討地における商品化支

援業務依頼予定調査を実施（12月） 

Ａ 

・引き続き、継続的に用

地チームプロジェクト

メンバー会議を実施し

情報共有を図るととも

に、用地チームによる

ヒアリングの場におい

て情報提供・共有を図

る。 

・『活用支援』の担当によ

る各所属への未利用地

活用の個別支援などを

行い、着実な売却や貸

付による未利用地活用

の推進を図る。 

③貸付検討地の有効活用

・処分年度の再精査を行った処分検討地

から貸付検討地の抽出 30件（一般会

計のみ） 

・商品化作業の迅速化・円滑化を図るた

め、貸付収入を未利用地の商品化経費

の財源とする新たな制度を構築し、29

年度予算編成より制度を導入した。 

・貸付の推進に向けて、29年度予算計

上する貸付検討地について、用地チー

ムによるヒアリングを実施（10月） 

Ａ 

・貸付検討地の公表につ

いて、効果的な公表手

法等の検討を行う。 



― 9 ― 

■柱 1-1-(2)-イ-② 未収金対策の強化 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①債権別の行動計画に基づく取組 

８月に大阪市債権回収対策会議を実

施し、28 年度の目標及び具体的取組

を確認した。 

・法的措置の徹底等、債権別行動計画に

基づく取組を推進した。 

７月末、10月末の未収金残高をとり

まとめて、ホームページに公表した。 

Ａ 

１月末の未収金残高を

とりまとめ、その結果

をもとに出納整理期間

の取組を徹底するた

め、大阪市債権回収対

策会議を実施する。（４

月） 

・引き続き、債権別行動

計画に基づく取組を推

進する。 

未収金残高（10 月末

現在） 

・現年度分 出納整理

期間終了後集計予

定 

・過年度分 445 億円 

（27 年度実績 511 億

円） 

 

 

【目標】 

未収金残高 

28 年度 465 億円以下 

現年度分 155 億円 

過年度分 310 億円 

②「ＯＪＴによる徴収事務担当者の育成」

等 

各所属の徴収ノウハウ向上のための

取組として、下記の研修を実施した。 

・ＯＪＴ研修 

前期（７～10月）４人 

後期（11 月～）３人 

・債権管理・回収研修会（講師：弁護士）

（５月～） 

基本編 ５講義（10回） 

発展編 ２講義（２回） 

Ａ 

ＯＪＴ研修について

は、２月まで後期の研

修を実施する。 

債権管理・回収研修会

については、発展編１

講義を実施予定。 
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■柱 1-1-(2)-イ-③ 諸収入確保の推進 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①媒体別の取組方針に基づく広告主獲得

の取組の推進 

・新たなネーミングライツパートナーの

獲得に向け、各所属と連携して一斉募

集を実施。 

・区役所を中心に、デジタルサイネージ

の導入を推進した。 

新たな広告主の獲得に向け、広告事業

推進プロジェクトチーム幹事会で議

論した。 

Ａ 

ネーミングライツパー

トナー一斉募集にかか

る提案審査の実施。 

・各所属において媒体別

の取組を継続。 

広告事業効果額 

28 年度 5.5億円 

（10月末時点） 

〔年度目標達成〕 

 

【目標】 

広告事業効果額 

28 年度 5.1億円 

②広告代理店の参入を促進する制度の構

築 

・制度構築にあたり、広告代理店へのヒ

アリングを実施。 

・協力広告代理店制度を創設。 

・協力広告代理店の募集開始。 

・所属担当者を対象に説明会を実施し、

29 年度に同制度の対象とする媒体を

集約。 

Ａ 

協力広告代理店の募集

を引き続き実施。 

・29年度指定対象媒体の

公表。 

③媒体別の目標効果額の設定による全庁

的な進捗管理と他団体事例等の共有に

よる取組の強化 

・28 年度実施状況調査を実施。（５月末、

７月末、10月末） 

・広告事業推進プロジェクトチーム幹事

会で各所属の取組状況等を情報共有。 

・ネーミングライツ一斉募集にかかる説

明会において、他団体における取組事

例を紹介。 

・29年度の媒体別目標効果額を設定。 

Ａ 

・引き続き、28 年度の実

施状況調査を実施。（１

月末、３月末） 

年度の媒体別目標効

果額について周知。 
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■柱 1-1-(2)-ウ 市債残高の削減 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

年度予算編成通知において、市債残

高の状況や将来の財政負担を勘案し、裁

量経費の起債収入について、マイナスシ

ーリングを設定し、各所属に対して要請

を行った（28年９月）。 

・各所属の要求に基づき、予算編成の業務

を実施。 

Ａ 

・引き続き予算編成業務

を行い、新規の起債発

行額の抑制に取り組

む。 

29 年度予算案とあわ

せて策定予定 

 

 

【目標】 

実質市債残高倍率 

32 年度予算編成時 

2.0倍以内 

 

■柱 1-1-(2)-エ 財務諸表の公表と活用推進 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①市民にとって分かりやすい形式での作

成・公表 

・27年度決算財務諸表の公表について

は、財務諸表本体に加えて、簡略化し

た財務諸表に勘定科目の説明等を記

載した概要版を作成し、28年 10 月 26

日に公表した。 

Ａ 

・29年度からの市政モニ

ターアンケート等の実

施に向け、目標や評価

方法等について担当部

署と調整のうえ決定す

る。 

28 年度中に目標や評

価方法等を決定予定 

 

 

【目標】 

※新たな取組である

ため、28 年度に検

討し、当面の目標や

評価方法等の方針

を決定する。 

②事業マネジメント等への活用の推進 

・市民利用施設の受益と負担の適正化へ

の活用として、減価償却費について、

財務諸表等の数値を使用した。 

・財務諸表の公表に伴い、パイロット事

業（母子父子寡婦福祉貸付資金事業に

おける未収債権回収、方面体育館事業

における施設管理）について、財務諸

表活用方策に基づいた活用を実施中。 

Ａ 

・パイロット事業におけ

る財務諸表の活用の実

践結果について検証の

うえ、財務諸表活用方

策を見直し、全所属に

周知する。 

・新たな対象事業の選定

等について、担当部署

と調整する。 
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■柱 1-1-(2)-オ 人事・給与制度の見直し 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①スリムで効果的な業務執

行体制の構築と職員数の

削減 

・29年度に向けた要員・

組織管理の方向性を決

定。 

・区役所における各業務

に対応する職員配置に

ついて調査を開始。 

Ａ 

年度に向けた要員・

組織管理の方向性に基

づき、各所属との調整

を通じて、引き続き適

切に人員・組織マネジ

メントを行う。 

・業務状況調査を踏まえ

た検討を開始。 

●市長部局の職員数 

28年 10月１日現在 20,584人 

〔年度目標達成〕 

●給与カットの継続実施 

・市長部局及び水道局 

給料月額のカット▲1.5%～

▲6.5%、管理職手当のカット

▲5％ 

・交通局 

給料月額のカット▲3%～▲

20%、管理職手当のカット▲

5％ 

〔年度目標達成〕 

 

 

【目標】 

●市長部局の職員数 経営システ

ムの見直し等を除き、約 1,000人

削減。 

28年 10月 20,610 人 

●給与カットを継続して実施。 

・市長部局及び水道局 

給料月額のカット▲1.5%～

▲6.5%、管理職手当のカット

▲5％（29年度末まで） 

・交通局 

給料月額のカット▲3%～▲

20%、管理職手当のカット▲

5％（28年度末まで） 

②技能労務職員の給与の見

直し 

人事委員会において、

民間における本市技能

労務職員に相当する職

種の従業員の給与等の

状況を把握するための

調査を開始。 

Ａ 

年３月に予定されて

いる人事委員会からの

報告を踏まえ、見直し

に着手。 

③給与カットの継続実施 

継続実施 

Ａ 

継続実施 
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■柱 1-1-(2)-カ 外郭団体の必要性の精査 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①「外郭団体の見直しの方向性」に沿った

大阪市関与の見直し 

現行の「外郭団体見直しの方向性」に

沿って、本市の外郭団体への関与の見

直しに取り組んだ。 

Ａ 

・引き続き、外郭団体の

自立化等に向けた取組

を実施する。 

新たな計画を策定中 

 

 

【目標】 

28 年度 「外郭団体

の見直しの方向性」を

検証し、新たな計画を

策定 

②「外郭団体の見直しの方向性」の検証 

外郭団体評価委員会において、所管局

や団体から現況についてのヒアリン

グを行い「外郭団体見直しの方向性」

について検証を行った。 

Ａ 

引き続き、「外郭団体の

見直しの方向性」につ

いて検証を行う。 

③今後の見直しの方向性の検討 

・上記の検証中の内容等を踏まえ、新た

な計画について検討を進めた。 

Ａ 

上記検証結果等を踏ま

え、28年度中に新たな

計画を策定する。 
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■柱 1-1-(3)-ア ＩＣＴを活用したサービス向上 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①情報インフラの活用 

（Wi-Fi、IoT 等） 

■公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi） 

・Wi-fiサービスのニーズについ

て市政モニターアンケート実

施 

・アンケート結果を参考に、29

年度の実証実験に向けて検討

を実施 

■最先端ＩＣＴ実証実験 

・トヨタＩＴ開発センターとの実

証実験の実施範囲を拡大 

・複数社からの実証実験のオファ

ーについて検討 

Ａ 

■公衆無線ＬＡＮ 

・29年度実証実験対

象施設の選定に向

けて引き続き検討

を実施 

■最先端ＩＣＴ実証実

験 

・トヨタとの実証実

験を引き続き実施 

・29年度の実証実験

開始のための準備

を実施 

・企業との IoT ビジ

ネス創出活動を引

き続き実施 

・市民ニーズ把握のため市政

モニターアンケート実施 

・企業等と共同で実証実験を

実施 ２件 

 

【項目別目標（29年度）】 

・大阪市所有施設における

Wi-Fi の市民ニーズを把握

し、施設の目的や市民の利

用状況などからより効果の

出る施設から優先して整備 

・企業等と共同で実証実験を

実施 年間４件 

②積極的なデータ活用の促進 

（オープンデータ、ビッグデー

タ） 

■オープンデータ 

・イベント情報のオープンデータ

対応（８月から公表開始） 

・オープンデータ／ビッグデータ

利用推進フォーラム等、地域活

性化の取組に参画 

・イベント情報のオープンデータ

対応のホームページを公開（８

月） 

・オープンデータ公開推進のため

職員への研修等を実施 

・地域活性化の取組（意見交換

会・講演）を 12月までに３件

実施 

■ビッグデータ 

・生活保護ビッグデータ活用有効

性実証調査 

大阪市立大学と有効性実証に

関する連携協定を締結（６月） 

分析データ抽出完了・市立大学

でのデータ分析開始（12月） 

Ａ 

■オープンデータ 

・新ホームページ公

開開始（29 年１月）

にあわせて③の施

策とともにオープ

ンデータの公開に

向けた対応を調整 

・引続き地域活性化

に向けた取組を関

連団体と推進 

■ビッグデータ 

・生活保護ビッグデ

ータ活用有効性実

証調査 

引き続き年度末ま

で分析を実施 

・オープンデータ専用サイト

（11月末） 

アクセス数 64,127件 

データ公開 360件 

・生活保護ビッグデータ 

分析データ抽出完了 

 

【項目別目標（29年度）】 

・オープンデータ専用サイト

アクセス数 年 10,000 件 

データ公開 100 件 

※すでに目標値に達している

ため、目標の再設定につい

て市ホームページリニュー

アルに伴う状況を見ながら

検討予定 

・ビッグデータ活用実証実験

実施 
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28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

③最新情報環境への適切な対応（モ

バイル・ファースト） 

■モバイル対応 

・「このはな、おそうじマップ」、

「保育所・幼稚園マップ」「保

育施設の空き情報」を追加 

・一時保育サービス(空席情報)に

ついて検討 

・大阪市ホームページの再構築実

施 

・本市に関連する市民・事業者向

けウェブサイトのモバイル対

応について各所属と調整 

・市税クレジット収納導入（12

月）及び Web 口座振替受付サー

ビス導入（７月） 

Ａ 

■モバイル対応 

・市民向け情報のモ

バイル対応（地図

対応など）の拡大

に向けて所属と調

整予定 

・再構築後のホーム

ページ公開 

・大阪市関連ウェブ

サイトのモバイル

対応について継続

して調整 

・市民向け情報のモバイル対

応 ３件追加 

・大阪市ホームページ再構築

実施（29年１月 10日公開） 

・市税クレジット収納導入及

び Web 口座振替受付サービ

ス導入 

 

【項目別目標（29年度）】 

・市民向け情報のモバイル対

応 年間３件追加 

・大阪市ホームページ再構築 

・大阪市関連ウェブサイト モ

バイル対応 

・市税クレジット収納及び Web

口座振替受付サービス導入 

④施策における徹底活用 

■防災 

・ICT-BCP（業務継続計画）につ

いて検討 

・28年４月の熊本地震での避難所

等における Wi-Fiの運用等につ

いて情報収集を実施 

・地域ＢＷＡ通信実証実験の結果

を受け、危機管理室において今

後の方向性を検討 

■市民協働の促進 

・Code for Osaka を立ち上げ、定

例会に参画 

・市民協働×ＩＣＴによる課題解

決の取組検討 

・各区におけるＩＣＴを活用した

市民とのコミュニケーション

の促進等の取組状況を公開 

・本市における全小中学校の児

童・生徒数のビジュアル化等計

６件の見える化を検討 

データのビジュアル化の公開

に向けた試行環境を構築 

Ａ 

■防災 

・ICT-BCPの３月末策

定に向け、引き続

き検討 

・避難所等 Wi-Fi案

の検討を行うた

め、総務省や無線

LANビジネス推進

連絡会（WiBiz）等

の団体と引き続き

検討予定 

・災害発生時の情報

共有の構築案を引

き続き検討 

■市民協働の促進 

・引続き市民協働を

促進するため、

Code for OSAKA と

連携した取組を進

める。 

・データのビジュア

ル化について、引

き続き年度内の公

開に向けて取組を

推進する。 

・防災アプリ ダウンロード数 

約 11,800件 

・Wi-Fi の運用等について①

の施策とあわせて情報収集

実施 

・データのビジュアル化に向

け試行環境を構築 

 

【項目別目標（29年度）】 

・防災アプリ ダウンロード数 

69,000件 

・避難所等 Wi-Fi案の検討 

・災害発生時の情報共有の構

築案の作成 

・地域ＢＷＡ活用による通信

実証実験 

・ＩＣＴツールを活用した担

い手の拡大に取り組む 

・区に関するデータのビジュ

アル化を行い公開 

アクセス数 年間 10,000件 

・市政に関するデータのビジ

ュアル化を行い公開 

アクセス数 年間 10,000件 
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28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

⑤効果的・効率的な行政運営 

・庁内で証明添付の必要な業務を

把握するための調査を実施 

・そのうちマイナンバー利用が比

較的容易な業務へのヒアリン

グを進め状況を把握している 

Ａ 

・引き続き、証明書

添付の廃止による

市民の利便性向上

に向け、ヒアリン

グを行う予定 

・国のマイナポータ

ルの仕様が未だ不

明瞭であり引き続

き調査を実施する 

・国のマイナポータルの仕様

等の調査・今後の方針等の

検討を実施 

 

【項目別目標（29年度）】 

・マイナンバー活用による証

明書添付全廃に向けた業務

フローのあり方検討 

 ＜全体目標の進捗状況＞ 

 

●ＩＣＴを活用したサービス

向上施策における利用者満

足度：28年度中に利用者ア

ンケートを実施し測定予定 

●ＩＣＴを活用したサービス

向上施策の着手件数：24件 

 

 

【目標】 

●ＩＣＴを活用したサービス

向上施策における利用者満

足度 

29 年度 70％ 

●ＩＣＴを活用したサービス

向上施策の着手件数 

29 年度 42件 

※30年度以降の目標は、29年

度に策定予定。 
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■柱 1-1-(3)-イ ＩＣＴを活用した業務執行の効率化 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

■施設の維持管理 

・インフラ施設や市設建築物の維持管理

における、有効なＩＣＴの活用の進め

方について検討 

■行政事務の改善 

・ＩＣＴ戦略本部会議を立ち上げ、開催 

・市長・副市長・所属長出席の幹部会議

においてペーパーレス会議を実施 

・証明書添付の廃止に関する業務効率化

の検討 

・保育所ＩＣＴ活用の検討 

■システム集約の推進 

・住民情報系基幹システムの一部サーバ

の統合基盤への集約を検討 

・庁内情報ネットワーク上のシステムに

ついて、仮想化基盤（※）による集約

の適否の一次判別を実施した。 

※一つのサーバ上で複数のサーバＯ

Ｓと業務ソフトウェアを同時に稼

働させられる基盤 

Ａ 

■施設の維持管理 

・ワーキンググループ

を立ち上げ、引き続

き調整・検討 

■行政事務の改善 

・スケジューラの徹底

活用の取組状況につ

いて確認 

・各所属のペーパーレ

ス化の検討結果を公

開・職員向け推進ペ

ージを作成 

・無線ＬＡＮを利用し

たペーパーレス会議

の運用開始 

■システム集約の推進 

・引き続き検討を継続

し、仮想化基盤の導

入可否の判断を行う 

●スケジュール管理

やペーパーレスな

どＩＣＴの活用に

ついて常に意識を

持ち業務に取り組

んでいる職員の割

合数値：28 年度中

に職員アンケート

を実施し測定予定 

●ＩＣＴを活用した

業務執行の効率化

施策の着手件数： 

７件 

 

 

【目標】 

●スケジュール管理

やペーパーレスな

どＩＣＴの活用に

ついて常に意識を

持ち業務に取り組

んでいる職員の割

合 

29 年度 70％ 

●ＩＣＴを活用した

業務執行の効率化

施策の着手件数 

29 年度 17 件 

※30 年度以降の目標

は、29 年度に策定

予定 
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■柱 1-1-(4)-ア 環境に配慮した率先的な取組 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①公共施設における低炭素化の推進 
・ＬＥＤ照明の導入拡大（環境局） 

大阪市地球温暖化対策推進本部を設置し、
ＬＥＤ照明の導入等の推進を内容とする取
組方針を策定（７月） 
ＬＥＤ照明の導入等の省エネルギー改修を
全庁的に推進するため、各所属へ省エネル
ギー改修（ＬＥＤ化）の調査を実施。（８月） 
推進本部 第１回事務事業編推進プロジェ
クトチーム会議で省エネ改修（ＬＥＤ化）
対象施設を選定（10月） 

・ＥＳＣＯ事業の実施拡大(都市整備局) 
中央卸売市場本場、おとしよりすこやかセ
ンター東部館・南部花園館の事業者選定 

・太陽光発電の導入拡大 (水道局) 
南部合同庁舎に太陽光発電設備を設置 

Ａ 

・推進本部 第１回事
務事業編推進プロ
ジェクトチーム会
議で選定した対象
施設等について、引
き続き検討を進め
る。 

・全庁的なＬＥＤ照明
の導入等の取組を
追加するため、28
年度末に「大阪市地
球温暖化対策実行
計画〔事務事業編〕」
を改定予定 

３月までの実績

を 29 年度に集計

予定 

 

 

【目標】 

大阪市事務事業

の低炭素化 

CO2 排出量削減

（25年度比） 

28 年度 3.2％減 

②ごみの減量・リサイクル推進 
・「一般廃棄物処理基本計画（28年３月改定）」
をもとに、引き続きより一層の３Ｒ推進の取
組を進めている。 

・ごみ処理量（焼却量） 
27 年度：92 万トン（対前年度２万トン減） 
28 年度見込：90万トン（10 月末時点）（対
前年度２万トン減） 

Ａ 

・引き続き３Ｒ推進に
取り組む（３月に廃
棄物減量等推進審
議会で、ごみ減量・
リサイクルについ
て審議等）。 

③車両対策の推進 
・地下鉄車両の省エネ化（交通局） 

次の省エネ車両について運用開始 
御堂筋線 30000 系 
１列車（10両編成）（10月） 

南港ポートタウン線 200系 
４列車（４両編成） 

（６月、10月、11 月、12月） 

Ａ 

・南港ポートタウン線
200系３列車（４両
編成）の運用開始予
定（１～３月） 

④職員による環境マネジメントの強化 
・不要照明の消灯・冷暖房負荷の軽減・設備の
運転方法の見直し（環境局） 

「大阪市庁内環境管理計画」に基づき、全
庁的に取り組んだ。 

Ａ 

・28年度実績につい
ては、29 年度に調
査予定。 

⑤未利用エネルギーの有効活用の推進 
・小水力発電の導入（水道局） 

「咲洲配水場小水力発電設備設置に伴う実
施設計業務委託」について契約締結（11月） 

・消化ガス発電事業（建設局） 
大野下水処理場 

維持管理・運営開始（８月） 
海老江下水処理場 

維持管理・運営開始（11月） 

Ａ 

・29年３月末の委託
期限に向けて実施
設計中 

・住之江下水処理場、 
放出下水処理場 

29 年４月から維
持管理・運営開始
予定 

※施設整備等の準
備が整い次第、運
営開始時期を早
める予定 
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■柱 1-1-(4)-イ 迅速な災害対応ができるリスク管理 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①所属業務詳細一覧等の策定及び適

切な運用 

・８月に「平成 28 年度第１回業務

継続計画検討会議」を開催し、28

年度の取組内容を整理した。 

・同会議で整理した結果に基づき、

各所属に依頼する作業内容を検

討した。 

・10月に区長会議「安全・環境・防

災部会」にて、作業方針を説明し

た。 

・11月 11日付けで各所属に業務詳

細一覧の作成作業を依頼した。 

（回答期限は 12月 26 日） 

Ａ 

・各所属が作成した業務

詳細一覧を確認し、と

りまとめを行う。 

28 年度中に集計予定 

 

 

【目標】 

・所属ごとの業務詳細一覧

を策定した所属の割合 

29 年度 100％ 

（局は 28年度 100％） 

・所属ごとの業務実施方法

を示したマニュアルを策

定した所属の割合 

30 年度 100％ 

（局は 29年度 100％） 

②所属業務詳細一覧等の検証 

※取組①による各所属の「業務詳細

一覧」と「業務マニュアル」策定

後に行う検証作業であり、30 年度

からの実施となる。 
― ― 

― 

 

 

【目標】 

・訓練等により所属業務詳

細一覧等の検証をした所

属の割合 

31 年度 100％ 

（局は 30年度 100％） 

③庁舎内での耐震対策 

・庁舎内におけるオフィス家具等の

倒壊・転倒等の耐震対策の対応計

画について検討した。 

・事務機器用品販売会社より、オフ

ィスの耐震対策について、具体的

事例や意見を聴いた。 

・各所属に対して耐震対策の情報提

供を行った。 

Ａ 

・対応計画を策定のう

え、各所属に通知す

る。 

（可能であれば、前

倒しで取り組むよ

うに要請） 

― 

 

 

【目標】 

・オフィス家具や事務用機

器類転倒防止など庁舎内

の耐震対策に取り組んだ

所属の割合 

29 年度  50％ 

30 年度 100％ 
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■柱 1-2-(1) 公共施設の総合的かつ計画的な管理 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①施設総量の抑制に向けた数値目標・方針

の検討 

・施設に関するデータを整理・分析し、

複合化や多機能化など課題を検討 

Ａ 

・取組②の調査結果も踏

まえ、引き続き課題の

検討を進める 

将来ビジョンについ

て、28 年度中のとり

まとめに向けて検討

中 

 

 

【目標】 

28 年度 一般施設に

かかる将来ビジョン

のとりまとめ 

29 年度  マクロ目

標・方針の決定 

②一般施設にかかる将来ビジョンのとり

まとめ 

・ビジョンのとりまとめに向けて、所管

所属に対して各施設の現状に関する

調査を実施 

Ｂ 

・市改革プロジェクトチ

ームにおいて調査結果

を踏まえて考え方を整

理し、ビジョンをとり

まとめる 

 

【実施状況Ｂとなった 

理由】 

・必要となるデータの収

集・整理や全体像の把

握、所管所属への調査

内容の精査等に時間を

要したことから、当初

実施予定から遅れが生

じている 

③一般施設にかかる個別施設計画の検討 

一般施設にかかる施設カルテの整備

について、30年度までの完了を目標

に、所管所属において都市整備局と連

携しながら整備に着手 
Ａ 

引き続き、28 年度整備

対象施設のカルテの整

備を実施 

整備中 

 

 

【目標】 

30 年度 一般施設に

かかる施設カルテの

整備 

④学校施設・市営住宅・インフラ施設の維

持管理 

・市営住宅・インフラ施設について、個

別施設計画に基づき点検、維持管理、

更新を実施 

・学校施設について、個別施設計画の策

定に向けて検討 

Ａ 

・市営住宅・インフラ施

設について、個別施設

計画に基づき点検、維

持管理、更新を引き続

き実施 

・学校施設について、個

別施設計画の策定に向

けて引き続き検討 

実施中 

 

 

【目標】 

28 年度～ 個別施設

計画の策定及びそれ

に基づく維持管理等

（計画策定分より順

次実施） 
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■柱 1-2-(2) 市民利用施設の受益と負担の適正化

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①「市民利用施設に係る受益者負担のあり

方（案）」に基づく点検・精査 

年度に策定した基本的な考え方に

基づき、27年度決算に基づく受益者

負担率の現状把握と、28年度末で指

定管理期間が終了する施設の使用料

の点検・精査の取組を進めた。 

Ａ 

引き続き各施設におい

て受益者負担率向上の

ため、経費削減や利用

者数等の増加に取り組

む。 

28 年度に現行の指定

管理期間が終了する

２施設について使用

料の点検・精査を実施 

〔年度目標達成〕 

【目標】 

施設の指定管理者の

更新時期にあわせて

使用料を点検・精査

し、受益者負担を適正

化 

②「見える化」による受益と負担の適正化 

・各施設の受益と負担の状況等を一覧に

まとめ、ホームページへの公表を行っ

た。 
Ａ 

・引き続き各施設におい

て受益者負担率向上の

ため、経費削減や利用

者数等の増加に取り組

む。 
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改革の柱２ 官民連携の推進 

■柱 2-1-(1)-ア-① 地下鉄

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①デューデリジェンスの実施と準備会社

の設立に必要な手続き

市会で意見のあった民営化に対する

課題等を盛り込んだ「地下鉄事業民営

化プラン（案）【改訂版】」を策定（８

月） 

・「地下鉄事業民営化プラン（案）【改訂

版】」をもとに議論を深め、９～12月

市会での議論も踏まえた「地下鉄事業

株式会社化（民営化）プラン(案)」を 

策定（12 月） 

Ａ 

年４月の株式会社化

（民営化）をめざし、

廃止条例案を市会に上

程 

引き続きデューデリジ

ェンスや準備会社の設

立に必要な手続きを実

施 

「大阪市高速鉄道事

業及び中量軌道事業

の引継ぎに関する基

本方針の策定につい

て」可決（12月） 

【目標】 

当面、市 100％出資の

株式会社化を図る 

②国や金融機関等の関係先との調整

事業の譲渡譲受や企業債の償還方法

等について、国や金融機関等の関係先

との調整 

Ａ 

・引き続き事業の譲渡譲

受や企業債の償還方法

等について、国や金融

機関等の関係先との調

整 

■柱 2-1-(1)-ア-② バス

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①大阪シティバス（株）への事業譲渡に向

けた検討と必要な手続きの実施

大阪シティバス（株）へ円滑に事業を

引き継ぐための検討を行うとともに、

一括譲渡に向けた必要な手続きを洗

い出し 

・資産整理基準に基づくバス資産の仕訳

実施 

・バス運転手確保に向けた教習生の採用

実施 

Ａ 

・「バス事業民営化プラン

（案）」（平成 28年３月）

の改訂 

年４月の民営化をめ

ざし、廃止条例案を市

会に上程 

一括譲渡に向けた必要

な手続きを実施 

廃止条例案可決に向

けて、廃止条例案の上

程準備をするととも

に、廃止条例案可決後

に、円滑に大阪シティ

バス（株）へ事業を引

き継ぐための検討等

を実施 

【目標】 

30 年度までに、大阪

シティバス（株）にバ

ス事業を一括譲渡す

る 

②大阪シティバス（株）の経営基盤の強化

に向けた取組

・安定的な要員確保に向け給与労働条件

等の見直し 

・光熱水費等の身近な経費節減の取組の

継続実施 

Ａ 

・さらなる要員確保策の

推進 

・さらなる経費節減の取

組の継続実施 
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■柱 2-1-(1)-ア-③ 水道 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①市 100％出資による運営会社の設立 

「水道事業の公共性を確保するた
めの具体的仕組み」（実施プラン
案追加資料）を策定（９月） 

・継続審査中の水道事業等設置条例
改正案を継続して審議（９月質
疑、12月継続審査） 

・会社設立等の準備にかかる補正予
算案を市会に上程、審議、撤回（９
～11月） 

Ａ 

29 年２・３月市会での水
道事業等設置条例改正案
の可決を目指して取り組
む 

・条例改正案の継続審
査（12月）に伴う運
営会社の業務開始に
向けたスケジュール
の見直し 

・法人税等の税負担軽
減策に関する国との
継続協議 

・継続審査となっていた
水道事業等設置条例改
正案が再度継続審査
（12月） 

・継続審査に伴って 30 年
度からの業務の開始は
困難となった。 

 

 

【目標】 

30 年度からの運営会社に
よる業務の開始 

②運営権設定（運営会社に運営権を付
与するための議決） 

※水道事業等設置条例改正案の可
決後に取組を実施。 

― ― 

③市と運営会社の間での運営権実施
契約の締結 

※水道事業等設置条例改正案の可
決後に取組を実施。 

― ― 

④運営会社の水道事業認可の取得 

※水道事業等設置条例改正案の可
決後に取組を実施。 

― ― 

 

■柱 2-1-(1)-ア-④ 下水道 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①新会社の設立及び業務開始 

・新会社事業計画書（案）を策定（５
月）。 

・新会社「クリアウォーターOSAKA
株式会社」を設立（７月）。 

・職員転籍手続き、29 年４月からの
包括委託業務開始に向けた準備。 

Ａ 

・転籍手続き及び業務開
始に向けた準備。 

新会社を設立（７月） 

〔年度目標達成〕 

 

【目標】 

28 年度中に新組織を設立
し、29 年度から新組織に
よる業務開始。 

②公共施設等運営権制度の導入にか
かる課題の整理・手続 

・国等と長期債務に伴う国交付金等
に関わる財源スキームの調整を
実施。 

Ａ 

・引き続き国等と公共施
設等運営権制度導入に
向けた調整。 

国等と公共施設等運営権
制度の導入に向けた調整
を実施。 

 

 

【目標】 

公共施設等運営権制度の
導入にかかる課題の整理
に取り組み、早ければ 31
年度からの導入。 

  



― 24 ― 

■柱 2-1-(1)-ア-⑤ 幼稚園 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①個々の園の状況や地域ニーズ等か

ら進め方を検討 

・個別園・地域ニーズ等を踏まえ各

区と調整（８～11月） 

・各区との調整結果を踏まえ、進め

方の素案を策定（12月） 

Ａ 

・案の公表に向け、区と

連携して関係者との

調整を進め、具体の取

組方針を策定 

① 

・今後の進め方の方針につ

いて策定中 

② 

・民間移管（１園） 

・31年度民間移管園の公募、

選定済 

 

 

【目標】 

28 年度末までに今後の進め

方についての方針を策定し

着手可能なところから、順

次取り組む 

②民営化の方針が決定している園の

法人選定等について 

・１園（泉尾）について民間移管（４

月） 

・31年度に民間移管する幼稚園（堀

江）について、移管先法人の公募

（５月）、選定（10 月） 

Ａ 

・堀江幼稚園の民間移管

時に新たに設置する

認定こども園の建設

予定地（もとこども文

化センター）の既存施

設解体撤去 

 

■柱 2-1-(1)-ア-⑥ 保育所 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①条件を満たす公立保育所の民間移

管等 

・29年度から民間に移管する保育所

について、移管先法人との引継ぎ

（４～12 月） 

・30年度に民間移管予定の９か所の

保育所の公表（６月）、移管先法

人の公募（７月）、移管先法人の

選定（12 月） 

Ａ 

・29年度から民間に移

管する保育所につい

て、共同保育（１～３

月） 

・三者（市・法人・保護

者）協議会の開催（法

人選定後随時） 

・セーフティネットとし

て必要な「公立保育所

のあり方」（案）を策

定（３月） 

・30 年度に民間移管予定の

９か所の公募を 28年７月

に実施 

・うち、４か所について法

人を選定し、28 年 12月に

移管先法人を公表 

（残り５か所については

法人の応募がない等に

より不選定） 

 

 

【目標】 

各年度の公立保育所数の１

割程度を民間移管にかかる

公募実施 

（28 年４月１日現在 104

か所） 

②民間移管に加え、補完的な手法とし

て運営委託を実施 

・民営化を推進する手法として、補

完的に運営委託を実施する場合

の公募に関する条件等の整理を

実施。 

Ａ 

・引き続き、公募に関す

る条件等の整理を行

うとともに、実施に向

けた調整を行う。 

③新たな手法による民営化の推進 

・これまでの移管条件に基づく法人

応募状況や保育所状況等に鑑み、

従来の民間移管手法の改定や新

たな手法の策定に係る条件など

の整理を実施。 

Ａ 

・引き続き、従来の民間

移管手法の改定や新

たな手法の策定に係

る条件等の整理を行

うとともに、実施に向

けた調整を行う。 
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■柱 2-1-(1)-ア-⑦ 福祉施設 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①28 年４月１日民間移管６施設 

・入舟寮、北さくら園、南さくら園、

都島こども園、淡路こども園、大

畑山苑を民間移管（４月） 

Ａ ― 

28 年４月１日に６施設の

民間移管を実施 

〔年度目標達成〕 

 

 

【目標】 

安定的で継続した運営が

可能となるよう民間移管

を進め、利用者サービス

の向上を図る。 

28 年度に６か所 

31 年度に１か所 

②31 年４月１日民間移管 

・27年度に選定した移管予定法人と

東さくら園の 31年４月１日の民

間移管に向けて、今後の進め方な

どの協議を行った。 Ａ 

・引き続き、移管予定法

人と民間移管に向け

て、協議を行う。 

 

■柱 2-1-(1)-イ-① 博物館 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①「大阪市ミュージアムビジョン」の

策定等に向けた取組 

・「大阪市ミュージアムビジョン推

進会議」を開催（４～９月） 

・外部有識者の意見を踏まえ、本市

として「大阪市ミュージアムビジ

ョン（案）」を決定するとともに、

地方独立行政法人がビジョン実

現に最適な経営形態であること

を確認（10月） 

・「大阪市ミュージアムビジョン

（案）」及び「ビジョンの実現に

ふさわしい経営形態」のパブリッ

クコメントを実施（10～11月） 

・「大阪市ミュージアムビジョン」

及び「ビジョンの実現にふさわし

い経営形態」を策定（12月） 

Ａ ― 

・「大阪市ミュージアムビ

ジョン」（12 月策定済） 

・「博物館施設の地方独立

行政法人化に向けた基

本プラン」（策定中） 

 

 

【目標】 

28 年度 

「大阪市ミュージアムビ

ジョン」及び「博物館施

設の地方独立行政法人化

に向けた基本プラン」の

策定 

②「博物館施設の地方独立行政法人化

に向けた基本プラン」の策定に向け

た取組 

・12月に策定した「大阪市ミュージ

アムビジョン」及び「ビジョンの

実現にふさわしい経営形態」を踏

まえ、地方独立行政法人による運

営を実現するにあたって必要な

事項について検討 

Ａ 

・博物館施設の地方独立

行政法人化に向けた基

本プラン（案）を策定

（１月） 

・市会での議論を経て、

博物館施設の地方独立

行政法人化に向けた基

本プランを策定（３月） 
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■柱 2-1-(1)-ウ-① 一般廃棄物（収集輸送） 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①民間委託化の拡大・推進 

・北部環境事業センターの普通ごみ、
西部環境事業センターの古紙・衣類
について民間委託の範囲拡大（４
月） 

・北部環境事業センターの委託状況を
検証しつつ、民間委託拡大に向けた
検討を進めてきた。 

Ａ 

・退職状況を勘案し
ながら西部環境
事業センターの
資源ごみ・容器包
装プラスチック
の民間委託拡大
に向けて取組を
進める。 

28年度に予定していた民間委
託化の拡大については、実施
済。 

〔年度目標達成〕 

 

【目標】 

より一層の効率化・低コスト
化に資するため、28年度には、
民間委託化の範囲を拡大し、
北部環境事業センターの普通
ごみ収集、西部環境事業セン
ターの古紙・衣類収集を新た
に委託し、検証結果をまとめ、
31 年度末までに、さらに１セ
ンター（あるいは同等規模）
以上に拡大する。 

②さらなる改革の推進 

・市会で指摘された事項の検討や職員
の転籍に関する法的リスクを検討
してきた。 

・外部有識者と意見交換を行いなが
ら、改革方針について検討を進めて
きた。 

Ａ 

・28年度中に改革
方針案の策定に
向けた取組を進
めていく。 

 

■柱 2-1-(1)-ウ-② 弘済院 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①整備全体構想の策定 

・認知症医療と介護の役割や機能につ
いて、弘済院整備全体構想の策定に
向けて認知症疾患医療センターと
しての機能強化など課題整理（４月
～） 

Ａ 

・弘済院全体の整備
構想を策定（３
月） 

整備全体構想の策定中 

 

 

【目標】 

28 年度 整備全体構想策定 

②現地建替えや事業継承に向けた関係
機関との調整（附属病院） 

・関係機関と調整、基本計画策定の調
整（４月～） 

・建替財源確保のための土地売却にか
かる入札を実施（11月） 

Ａ 

・基本計画を策定
（３月） 

基本計画を策定中 

 

 

【目標】 

29 年度 基本設計 

31 年度 建設工事 

③将来の民間移管を視野に入れ、当面、
公募による指定管理の継続を見据え
た調整（第１特養） 

・弘済院条例の一部改正（５月） 

・指定管理者公募（７～８月）、予定
者決定（９月） 

・指定管理者決定にかかる市会の議決
（12月） 

Ａ ― 

指定管理者決定（12月） 

〔年度目標達成〕 

 

 

【目標】 

28 年度 指定管理公募 

29 年度 指定管理継続 

④運営形態の検討（第２特養） 

・整備全体構想を策定する中で、医療
との連携を確保した運営形態のあ
り方に関する課題整理（４月～） Ａ 

・医療との連携を確
保した運営形態
のあり方につい
て引き続き調整 

運営形態を検討中 

 

 

【目標】 

29 年度以降 進捗状況を見な
がら改めて目標設定 
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■柱 2-1-(1)-ウ-③ 市場 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①本場・東部市場への指定管理者制度の導
入 

・府市場の指定管理に関する先行事例調
査（運営状況・公募内容） 

・委託範囲拡大等によるさらなる管理運
営経費削減の検討 

（他都市の管理運営状況調査等） 
Ａ 

・引き続き、委託範囲拡
大等によるさらなる管
理運営経費削減方策の
精査 

・制度導入にあたっての
課題（指定管理者とな
りえる事業者の有無
等）への対応策につい
て調査等実施 

指定管理者制度の導
入について検討中 

 

 

【目標】 

管理運営経費の削減
に資するため指定管
理者制度を導入 

※当面は委託範囲拡
大等による業務の
効率化にも取り組
む 

②南港市場将来戦略プランに基づく市場
機能の向上と市場運営の効率化 

・南港市場整備基本計画（南港市場将来
戦略プランアクションプランを含む）
の策定（11月） 

Ａ 

・29年度に予定している
基本設計実施に向けた
諸手続き等の準備作業
を実施 

南港市場施設整備基
本計画の策定済（11
月） 

 

 

【目標】 

効率的な運営手法の
確立 

※28 年度中に基本計
画を策定後、基本設
計、実施設計・工事
に着手。 

 
■柱 2-1-(2)-ア ＰＦＩの活用 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①各所属におけるＰＦＩの検討導入の促
進及びガイドライン等に基づく円滑な
導入実施の支援 

事業手法の検討にあたって、ＰＰＰ／
ＰＦＩ手法も含めた中から最適な事
業手法の検討及び適切かつ円滑な導
入に資するよう、全所属の実務担当者
向けの「ＰＰＰ／ＰＦＩ説明会」の開
催（６月） 

・国の「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入
を優先的に検討するための指針」を踏
まえた大阪市における優先的検討規
程の策定に向けた調整 

・ＰＦＩ事業検討会議の開催 

海老江下水処理場改築更新事業
（11月）、天保山客船ターミナル整
備事業（８月、12月） 

Ａ 

国の「多様なＰＰＰ／
ＰＦＩ手法導入を優先
的に検討するための指
針」を踏まえた大阪市
における優先的検討規
程の策定及び全所属へ
の周知 

大阪市ＰＦＩガイドラ
インの改訂及び周知 

職員アンケートの実施 

28 年度中に職員アン
ケートを実施し測定
予定 

 

 

【目標】 

事業の企画を担当し
ている職員のうち、事
業手法としてＰＰＰ
／ＰＦＩ手法を理解
し積極的に検討しよ
うとする職員の割合 

28 年度 30％ 
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■柱 2-1-(2)-イ 指定管理者制度の活用 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①土地活用等評価委員会を活用したマネ

ジメントサイクルの確立 

・土地活用等評価委員会への諮問（６月

～） 

・マネジメントサイクルの確立に向けた

指定管理者制度ガイドライン改訂に

かかる調整（４月～） 

・土地活用等評価委員会からの答申の前

に対応が可能な制度改正等について、

概要を委員会へ報告のうえでガイド

ラインを改訂し、関係所属への説明会

等を実施（10月） 

Ａ 

・委員会の場を通じて、

より適切な制度設計・

制度運用に向けて、制

度諸課題の調査研究を

深めていく 

適宜、制度運用状況等

の報告を行いながら、

委員会での調査審議

を実施中 

 

 

【目標】 

土地活用等評価委員

会の答申を踏まえ、29

年度を目途に、より適

切な制度設計・制度運

用について検討し、ガ

イドライン等の改正

を行う 

②未導入施設の導入適否の確認 

・指定管理者制度導入適否の確認にかか

る他都市状況調査の実施（６月～） 

・大阪市における公の施設調査の実施

（12月） 

Ｂ 

・公の施設調査結果のと

りまとめ（１月） 

・指定管理者制度導入適

否の確認のためのヒア

リングの実施及び結果

のとりまとめ（２～３

月） 

 

【実施状況Ｂとなった 

理由】 

・他都市状況調査のとり

まとめに期間を要した

こと及び公の施設調査

結果の所属横断的な活

用を可能とすべく調査

項目の詳細検討を行っ

たため、当初実施予定

から遅れが生じてい

る。 

未導入施設の導入適

否調査実施中 

 

 

【目標】 

28 年度中に導入の適

否及び導入への障壁

等について確認を完

了する 
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改革の柱３ 改革推進体制の強化 

■柱 3-1-(1)-ア 改革を推進する職員づくり

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①若年層職員の育成

現状に甘んじることなく、問題意識を

持ち、解決できる能力を備えた人材育

成をめざし、階層別研修（新採用者研

修・採用２年目研修等）やキャリア形

成支援（キャリアデザイン研修・キャ

リア相談・メンター制度）を実施。 

Ａ 

・メンター・メンティ研

修の振り返りを１月に

実施する。 

・引き続き、キャリア相

談を１～３月に実施す

る 

28 年度中に自己申告

制度の調査結果を集

計予定 

【目標】 

常に行政のプロとし

ての意識を持ち業務

に取り組んでいる職

員の割合 

28 年度 34％ 

②管理監督者のマネジメント力の向上

マネジメント能力の向上や部下のキ

ャリア支援等、人材育成機能の強化に

向けて、新任係長研修・新任課長代理

級研修・マネジメント力向上研修・新

任課長研修・課長マネジメント研修・

新任部長研修を実施。 

Ａ ― 

■柱 3-1-(1)-イ 市政改革の取組の理解と実践

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①所属長に対する啓発

８月末までに市政改革室長が各区長

を訪問し、改革の方向性や手法等につ

いて説明を実施 

９月下旬から 10 月にかけて、各局・

室長に対し、区長と同様の説明を実

施。 

Ａ 

１月中を目途に再度、

各区長を訪問し、区役

所での取組状況等につ

いて、意見交換等を実

施。 

28 年度 62.1％ 

（職員アンケート 

結果） 

〔年度目標達成〕 

【目標】 

市政改革の基本的な

考え方を踏まえ、仕事

のやり方を変えるこ

とを意識している職

員の割合 

28 年度 60％ 

②庁内ポータルや研修による啓発

新規採用者、新任係長、新任課長・課

長代理、新任主務研修等の機会に市政

改革の基本的な考え方や取組につい

て説明し、周知を行った。 

・市政改革の基本的な考え方や取組な

ど、市政改革への理解を図るため、11

～12月にかけて、庁内ポータルで情

報発信を実施した。 

Ａ 

引き続き、庁内ポータ

ル等を活用し、市政改

革の理解を図るため、

定期的に、情報発信を

実施。 
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■柱 3-1-(2)-ア-① 働きやすい職場環境づくり 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①ワーク・ライフ・バランスを推進する取組 

５月に市長、副市長及び全所属長が一丸
となり、「イクボス宣言」を実施 

６月に階層別研修（新任課長・課長代理・
係長研修）にイクボスに関する内容を追
加して実施 

７月に新たにイクボス研修を実施（向こ
う３～４年程度をかけて課長級に意識啓
発を実施） 

毎年７～８月にワーク・ライフ・バラン
ス推進期間を設定し、原則定時退庁とし、
時間外勤務を行う場合も 19時消灯を徹底 

従来の毎週水曜日に加え、５月より給料
日、期末勤勉手当支給日もノー残業デー
とした 

７月より、従来の勤務時間について、前
後 30 分を変更可能とする、時差勤務制度
を実施 

・11 月に人権研修として、ワーク・ライフ・
バランスに関する研修を実施 

Ａ 

・取組結果を集計して
情報発信（随時） 

３月末までの実績を
29 年度に集計予定 

 

 

【目標】 

男性職員の育児休業
等取得率 

28 年度 7.0％ 

②安心して出産・子育てをすることができる
職場環境づくり 

子育てへの準備、また、管理監督者は仕
事と子育てを両立しやすい職場環境づく
りのため「出産・子育てのための各種制
度ガイドブック」について、９月に改訂
し周知 

６月より、育児休業の承認期間が１か月
以下の短期間の育児休業については、期
末・勤勉手当の減額対象から除外する 

Ａ 

上司向けリーフレ
ットの配布 

 

■柱 3-1-(2)-ア-② 女性の活躍推進 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①女性の活躍推進に向けた取組 

・「管理職の意識改革」については、６月に
階層別研修（新任課長・課長代理・係長
研修）にキャリア支援に関する内容を盛
り込んで実施 

・11月に「女性職員の多様な働き方を考え
るセミナー」を実施 

・29年度に向けた人事異動方針において、
女性職員の活躍の推進に向けた取組を記
載 

Ａ 

・「女性職員の活躍事
例など」について
は、定期的に発行し
ている「ワーク・ラ
イフ・バランスのス
スメ」の中で、情報
発信予定（随時） 

・「多様な職務経験を
可能とする人事配
置、人事異動」につ
いては、所属対応を
含め、４月人事異動
に向けて対応を検
討。 

28年 10月現在 

課長級以上 13.0％ 

係長級以上 25.1％ 

〔年度目標達成〕 

 

【目標】 

管理職に占める女性
職員の割合（事務系） 

［市長部局（各委員会
事務局・市会事務局含
む）］ 

28 年度 

課長級以上 13.0％ 

係長級以上 25.0％ 
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■柱 3-1-(2)-イ ５Ｓ、標準化、改善、問題解決力向上の推進 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①「５Ｓ活動」・「標準化」の実践 

・各所属長に対し、趣旨説明や協力依頼

を行った。 

・推進組織づくりに向けて関係所属との

調整を行った。 

・各所属の５Ｓ・標準化等担当の部長級

職員を対象に、５Ｓ、標準化等の意義

や必要性についての研修を実施した。 

・各所属が５Ｓ・標準化に効果的に取り

組める仕組みの構築に向けて、調整を

行った。 

Ａ 

・１月に関係所属会議を

開催し、今後の活動の

方針や内容について協

議する。 

・各所属が５Ｓ・標準化

に効果的に取り組める

仕組みの構築に向け

て、さらに調整を進め

ていく。 

28 年度 61.6％ 

（職員アンケート 

結果） 

〔年度目標達成〕 

 

【目標】 

自身の職場で５Ｓが

徹底されていると感

じている職員の割合 

28 年度 30％ 

②改善活動・問題解決力向上の推進 

・改善活動、問題解決力向上にかかる具

体的な取組について検討した。 

Ａ 

・１月の関係所属会議で

今後の活動の方針や内

容について協議すると

ともに、５Ｓ、標準化

に係る取組の進捗を踏

まえて、具体的な取組

を検討し、次年度から

の実施に繋げる。 

 

■柱 3-1-(3) コンプライアンスの確保 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①コンプライアンス研修等の実施 

・コンプライアンスニュースを庁内ポー

タルに掲載（５・７・９・11 月） 

・コンプライアンス白書をホームページ

に掲載（９月） 

・コンプライアンス研修（集合型・少人

数型）の実施及び資料を庁内ポータル

に掲載（７～12 月） 

・各所属でコンプライアンス推進強化月

間の取組（９月） 

Ａ 

・コンプライアンスニュ

ースを庁内ポータルに

掲載（１・３月） 

・職員アンケートの実施

（10～２月） 

28 年度中に職員アン

ケート結果を集計予

定 

 

 

【目標】 

コンプライアンスを

「意識していない」職

員の割合 

28 年度 3.1%以下 

 ②公益通報制度の着実な運用 

・公正職務審査委員会の開催（毎月） 
Ａ 

・公正職務審査委員会の

開催（毎月） 

③不祥事根絶に向けた取組の推進 

・服務規律刷新プロジェクトチームを中

心とした全市横断的・自律的な取組を

推進 

（プロジェクトチーム会議：４月、９

月開催） 

Ａ 

・服務規律刷新プロジェ

クトチームを中心とし

た全市横断的・自律的

な取組を引き続き推進 
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■柱 3-2-(1) 施策・事業のＰＤＣＡサイクルの徹底 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①運営方針を活用したＰＤＣＡサイクル
の徹底 

・有識者会議委員の同意を得て、27 年
度まで毎年実施してきた外部評価を
28 年度から３年周期へ変更し、効率
的な評価を実施した。 

Ａ 

・運営方針の策定や評価
にかかる手続きについ
て、さらに改善の余地
がないか、引き続き検
証する。 

28 年度 81.7％ 

（職員アンケート 
結果） 

〔年度目標達成〕 

 

【目標】 

日頃からＰＤＣＡサ
イクルを意識して業
務に取り組んでいる
職員の割合 

28 年度 75％ 

②各所属による自主的・自律的なＰＤＣＡ
サイクル徹底の促進 

・ＰＤＣＡサイクルの認知度の低い所属
に対し、当該所属担当者と連携してノ
ウハウ等を盛り込んだ資料提供を行
うなど効果的な個別支援を実施し、自
主的・自律的なＰＤＣＡサイクルの徹
底を促した。 

Ａ 

・全庁的なＰＤＣＡサイ
クルの徹底に向け、引
き続き各所属の実情に
応じた効果的な支援を
行い、各所属による自
主的・自律的なＰＤＣ
Ａサイクルの徹底を促
進する。 

③効果的な情報発信 

・ＰＤＣＡサイクルに関する基礎的な知
識の習得や運営方針の策定・評価に係
るスキルの習得に向けた情報発信を
庁内ポータルや各種研修の機会に行
った。また、ＰＤＣＡサイクルの浸透
が不十分な係員層向けの啓発につい
ては職場環境に応じて紙媒体を適切
に活用した。 

Ａ 

・引き続きあらゆる機会
を捉えて効果的な情報
発信を行い、ＰＤＣＡ
サイクルの浸透を図
る。 

 

■柱 3-2-(2) 内部統制体制の確立 

28年 12月末までの 

取組内容 

実施 

状況 

29 年１月以降の 

取組内容 

目標進捗状況 

（28年 12月末時点） 

①内部統制に関する情報等の共有 

・内部統制連絡会議開催（７月） 

・リスク把握・評価等を各所属で実施（８
～10月） 

・内部統制員に対するアンケートの実施
（10～12 月） 

Ａ 

・把握・評価したリスク
のうち、重要度の高い
ものについて各所属で
対応策を整備（２～３
月） 

・個人情報漏えいやシス
テム障害発生時の不十
分な対応について、各
所属で対応策を整備
（２～３月） 

・不十分な引継ぎ等につ
いて総務局が具体的な
ツールを提案（２月） 

28 年度中に職員アン
ケート結果を集計予
定 

 

 

【目標】 

適切に業務が行われ
ているか日常的にチ
ェックを行っている
と考えている職員の
割合 

28 年度 76％ 

 
②各所属のＰＤＣＡサイクルの検証 

・27年度に整備したリスク対応策につ
いて各所属で有効性を検証（１回目）
（10～12 月） 

・共通業務所管所属が各所属へのモニタ
リング（実地調査等）を実施（４～12
月） 

Ａ 

・27年度に整備したリス
ク対応策について有効
性を各所属で検証（２
回目）（３～５月） 

・共通業務所管所属が各
所属へのモニタリング
（実地調査等）を実施
（１～３月） 



 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市 市政改革室 ＰＤＣＡ担当 
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